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年 月 日

フリガナ

フリガナ

□　2018年１月１日～2023年12月31日
□　2024年１月１日～2028年12月31日
□　2024年１月１日～2029年12月31日

特定口座開設者死亡届出書　
兼　非課税口座開設者死亡届出書

兼　未成年者口座開設者死亡届出書

投資信託口座
（非課税口座・未成年者口座）

記号番号

通常貯金（特定口座）記号番号

被
相
続
人

被
相
続
人

死
亡
年
月
日

　　　　　　　 　　年　　　　　　　月　　　　　　日

被
相
続
人

お
な
ま
え

＜未成年者口座開設者死亡届出書＞

被
相
続
人

死
亡
時
の

お
と
こ
ろ

提
出
者

お
と
こ
ろ

被
相
続
人

と
の

ご
関
係

　　　□　　相続人　　　　　□　　遺言執行者　　　　　□　　遺産整理受任者　　　　　□　　相続財産清算人

　　　□　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＜非課税口座開設者死亡届出書＞

勘
定
の
種
類

　私は、租税特別措置法第37条の11の3第1項の規定の適用を受けている特定口座開設者が死亡し、当該特定口座につきその相続が開始されましたので、租税特別措置法施
行令第25条の10の8の規定により、この旨届け出ます（被相続人が特定口座を開設している場合に限ります）。

　私は、租税特別措置法第9条の8及び第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けている非課税口座開設者が死亡しましたので、租税特別措置法施行令第25条の13
の5の規定により、この旨届け出ます（被相続人が非課税口座を開設している場合に限ります）。

該
当
す
る

勘
定
設
定

期
間
の
区
分

受持JC日附印

　租税特別措置法第9条の9第1項及び第37条の14の2第1項から第4項までの規定の適用を受けている未成年者口座開設者が死亡しましたので、租税特別措置法施行令第25条
の13の8第20項の規定により読み替えて適用する第25条の13の５の規定により、この旨届け出ます。

　非課税管理勘定及び累積投資勘定
　継続管理勘定
　特定累積投資勘定

　　　　　 　　年　　　　　　　月　　　　　　日

被
相
続
人

生
年
月
日

　下記の被相続人は死亡し、私（相続人または受遺者）が
投資信託・国債に関する権利を相続または取得することに
なりましたので、下記のとおり届け出ます。
　なお、私以外の者が本届出書を提出する場合は、上記届
出に関する一切の権限を下記の提出者に委任します。

　特定保管勘定

特
定
口
座

の
名
称

　株式会社　ゆうちょ銀行　特定口座

相
続
人

（
受
遺
者

）

お
と
こ
ろ

相続人（受遺者）以外の方がご提出いただく場合のみ、ご記入ください。

相
続
人

（
受
遺
者

）

お
な
ま
え

提
出
者

お
な
ま
え

＜特定口座開設者死亡届出書＞

フリガナ

株式会社　ゆうちょ銀行　御中

お届出日

入力者印

備考欄

検査者印

お客さま受付番号書類記号：投－３


